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 第５条の２３第６項において準用する中小企業等協同組合法第１０６条第４項の規定による協業組合に対する解散の命令については、

第５条の２３第６項において準用する中小企業等協同組合法第１０６条第１項の命令に違反した場合において、その実態、今後の再建見

込み、命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案し、処分を行うか否かを判断するものとする。 

以上のほか、協業組合が正当な理由がないのにその成立の日から１年以内に事業を開始せず、又は引き続き１年以上事業を停止してい

ると認めるときは、「休眠組合の整理に係る都道府県等の事務について（平成８年１１月１日付け８企庁第１４５２号）」によるものと

する。 
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